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罹災証明書の様式の統一化について 

 

 

 罹災証明書は、災害発生時における被害の有無及び程度を証明する書面として、

市町村が任意の行為として交付してきたものであり、その様式についても、各自

治体による独自支援を含めた各種支援制度の適用の判断等に活用するため、各自

治体において必要性に応じて定めてきたところです。平成 25年の災害対策基本法

（昭和 36年法律第 223号）の改正により、罹災証明書の交付が法律で位置づけら

れた際にも、当該事務を自治事務と位置づけ、様式についても引き続き任意とし

てきたところです。 

 一方で、近年の災害において、応援職員を派遣した自治体等から、自治体によ

って罹災証明書の様式が大きく異なるために、被災自治体での罹災証明書の迅速

な交付の支障となっていることから、様式を統一して欲しいとの要望が出ている

ところです。 

 そのため、別紙のとおり罹災証明書の統一様式を提示することとしましたので、

お知らせいたします。自治体間の応援業務の円滑化という趣旨に鑑み、罹災証明

書の統一様式への見直しが進むよう、別添の【留意事項】も含め、関係部局及び

管下市町村に周知をお願いいたします。 

 

 

 

<参考：災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）（抄）> 

（罹災証明書の交付） 

第九十条の二 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該

災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定

める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(次項におい

て「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。 

 ２ 略 



　　　　　　　　　　

（整理番号）

罹　災　証　明　書

世帯主住所

世帯主氏名

（追加記載事項欄③）

（追加記載事項欄①）

※住家とは、現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使用して
    いる建物のこと。（被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家）

（追加記載事項欄②）

被災住家※の
所在地

　上記のとおり、相違ないことを証明します。

　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇市町村長　　　　　　　　　㊞

住家
※

の被害の
程度

□全壊　□大規模半壊　□半壊　□準半壊　□準半壊に至らない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一部損壊）

罹災原因 　　　年　　　月　　　日の　　　　　　　　　　　　による

別 紙



　　　　　　　　　　

続　柄

世帯主

妻

子

※住家とは、現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使用して
   いる建物のこと。（被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家）

住家以外の被害 　土地の一部流出、車１台浸水

　上記のとおり、相違ないことを証明します。

　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇市町村長　　　　　　　　　㊞

被災住家※の
所在地

　○○県○○市○丁目○番〇号

住家※の被害の
程度

□全壊　□大規模半壊　☑半壊　□準半壊　□準半壊に至らない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一部損壊）

浸水区分 　床上浸水

世帯主氏名 　〇山　〇男

罹災原因 　〇〇年〇〇月○○日の　○○豪雨　による

氏　名 年　齢

　〇山　〇男 〇〇

　〇山　〇子 〇〇
世帯構成員

　〇山　〇朗 〇〇

世帯主住所 　○○県○○市○丁目○番〇号

（整理番号）

罹　災　証　明　書

別 紙
（記載例）



 

【留意事項】 
 

〇必須記載事項の配置順及び記載内容について 

・必須記載事項（太枠部分）については幅の変更は可能ですが、配置順及び記載内容については変

更しないようにしてください。 

（具体例） 

✓追加記載事項欄に記載事項を追加する際、幅が狭くなるため、必須記載事項欄の幅を狭くする 

 

・「住家の被害の程度」については、「□全壊」等と記載し☑する方式としていますが、差し込み印

刷等により、罹災証明書の迅速な交付に資する場合には、該当する被害の程度を記載する形式（た

だし、同じ表記を使用）でも構いません。 

 

・なお、動産の被害の程度等のみを記載し、住家の被害の程度を記載しない証明書は、災害対策基

本法第 90 条の 2 第１項に規定する罹災証明書ではないため、当該統一様式とする必要はありま

せんが、法定の罹災証明書と区別するため、「罹災証明書」の名称は使わず、別の名称（「被災証

明書」等）とすることが望ましいと考えます。 

 

〇追加記載事項欄について 

・必須記載事項以外の項目で、各自治体による独自支援策等のために記載すべき事項については、

事前に必要な項目を定め、追加記載事項欄に記載するようにしてください。なお、「追加記載事

項欄①」については被災世帯又は申請者に関連する事項を、「追加記載事項欄②」については被

災住家に関連する事項を、「追加記載事項欄③」については「追加記載事項欄①」及び「追加記載

事項欄②」以外の事項を記載するようにしてください。必要に応じて複数の行を設けることも可

能です。 

 （具体例） 

 ✓「追加記載事項欄①」：世帯主関係の追加事項として、世帯人員、世帯主以外の申請者の情報 

    ※なお、被災住家に居住実態があれば、世帯主以外でも罹災証明書の申請は可能であり、

その場合には、証明を必要とする者の氏名をこの欄に記載することとしてください。 

 ✓「追加記載事項欄②」：被災の程度の追加事項として、床上・床下浸水等の情報 

 ✓「追加記載事項欄③」：住家以外の建物や動産の被害の状況、罹災証明書の使用目的 

 

 

（参考）再調査について 

・住家の被害の程度について、再調査を依頼することが可能であることを被災住民に十分に周知す

ることがきわめて重要です。本統一様式では再調査を依頼することが可能である旨を記載するこ

ととしてはいませんが、発災時には再調査の周知が課題となるケースも多いため、「平成 31年度

における被災者支援の適切な実施について」（平成 31 年４月 11 日府政防第 550 号）や「災害に

係る住家被害認定業務 実施体制の手引き」（平成 30 年３月内閣府（防災担当））等を参考に周

知に努めて頂きますようお願い致します。 

別 添 


